
厚生労働大臣の定める掲示事項 
（2024 年 11 月 1 日現在） 

 

当院は、厚生労働大臣が定める基準に基づいて診療を行っている保険医療機関です。 

１．入院基本料について 

当院は、「回復期リハビリテーション病棟入院料 1」「回復期リハビリテーション病棟入院料３」の届出を行っております。 

 

２．入院診療計画、院内感染防止対策、医療安全管理体制、褥瘡対策及び栄養管理体制について 

 当院では、入院の際に医師を始めとする多職種が共同して、患者さんに関する診療計画を策定し、7 日以内に文書によりお渡ししてお

ります。また厚生労働大臣が定める院内感染防止対策、医療安全管理体制、褥瘡対策および栄養管理体制の基準を満たしております。 

 

３．回復期リハビリテーション病棟について 

回復期リハビリテーション病棟入院料 1 の施設基準 

・リハビリテーション科を標榜しており、病棟に専任の医師１名以上、専従の理学療法士 3 名以上、作業療法士 2 名以上、 

言語聴覚士 1 名以上及び在宅復帰支援を担当する専任の社会福祉士等 1 名以上の常勤配置 

・患者さん 13 名に対して１人以上の看護職員（内看護師が７割以上）、患者さん３０名に対して１人以上の看護補助者を配置 

各時間帯の配置は次の通りです 

【８：30～16：30】 

看護職員 1 人あたりの受け持ち数は 5 人以内 

看護補助者 1 人あたりの受け持ち数は１２人以内 

【16：30～８：３０】 

看護職員 1 人あたりの受け持ち数は２３人以内 

看護補助者 1 人あたりの受け持ち数は４５人以内 

・夜勤帯時間は、１病棟２名以上の看護職員を配置 

・新規入院のうち 4 割以上が重症の患者（日常生活機能評価点で 10 点以上）である 

・直近 6 ヶ月間に病棟を退院した患者であって、入院時の判定で重症であったもののうち、３割以上の患者が退院時に４点以上 

改善している 

・休日を含め、週 7 日間リハビリテーションを提供できる体制を有していること。 

・脳血管疾患等リハビリテーション料（Ⅰ）、運動器リハビリテーション料（Ⅰ）、呼吸器リハビリテーション料（Ⅰ）の届出済 

・病室の床面積は、内法による計測で患者一人につき 6.4 ㎡以上、片廊下幅 1.8ｍ以上、両廊下幅 2.7 メートル以上、 

患者の利用に適した浴室及び便所の設置 

・回復期リハビリテーションを要する状態の患者を８割以上入院させている 

・リハビリテーションの実施計画の作成の体制及び効果、実施方法等を定期的に評価する体制である 

・日常生活機能評価表の記入と毎年１回の四国厚生局へ報告する 

・回復期対象患者１人１日当たり２単位以上のリハビリが行なわれている 

・退院患者のうち他の保険医療機関へ転院した者等を除くものの割合が７割以上であること 

・リハビリテーション実績指数 40 以上 

 

回復期リハビリテーション病棟入院料 3 の施設基準 

・リハビリテーション科を標榜しており、病棟に専任の医師１名以上、専従の理学療法士 2 名以上、作業療法士 1 名以上の常勤配置 

・患者さん 15 名に対して１人以上の看護職員（内看護師が７割以上）、患者さん３０名に対して１人以上の看護補助者を配置 

 【８：30～16：30】 

看護職員 1 人あたりの受け持ち数は 5 人以内 

看護補助者 1 人あたりの受け持ち数は１２人以内 

【16：30～８：３０】 

看護職員 1 人あたりの受け持ち数は 4５人以内 

看護補助者 1 人あたりの受け持ち数は４５人以内 

・夜勤帯時間は、１病棟１名以上の看護職員と看護補助者１名以上であわせて常時２人以上を配置 

・脳血管疾患等リハビリテーション料（Ⅰ）、運動器リハビリテーション料（Ⅰ）の届出済 

・新規入院のうち 3 割以上が重症の患者（日常生活機能評価点で 10 点以上）である 

・直近 6 ヶ月間に病棟を退院した患者であって、入院時の判定で重症であったもののうち、３割以上の患者が退院時に 3 点以上 

改善している 

・リハビリテーション実績指数 30 以上 

 

 



４．明細書発行体制について 

 医療の透明化や患者さんへの情報提供を推進していく観点から、領収書の発行の際に、個別の診療報酬の算定項目の分かる診療明細書

を無料で発行しております。また、公費負担医療の受給者で医療費の自己負担のない方についても明細書を無料で発行致します。明細書

の発行を希望されない方は、1 階受付にてその旨をお申し出ください。 

 

５．寝具に関する事項 

 敷布、掛布等の寝具は、週１回交換しております。尚、汚れた場合は、曜日に関係なく交換します。 

 

６．当院は四国厚生支局長に下記の届出を行っております 

○入院時食事療養（Ⅰ）を算定すべき食事療養の基準に係る届出 

当院は、入院時食事療養に関する特別管理による食事の提供を行っており、療養のための食事は管理栄養士の管理の下に、適時（夕

食については午後６時以降）適温にて提供しております。またあらかじめ定められた日に、患者さんに対して提示する複数のメニュ

ーから，お好みの食事を選択できる 「選択メニュー」を実施しております。 

○基本診療料の施設基準等に係る届出 

 ◆医療 DX 推進体制整備加算 

 ◆診療録管理体制加算 2 

 ◆医療安全対策加算 1 

 ◆感染対策向上加算 3（連携強化加算、サーベイランス強化加算） 

 ◆データ提出加算 2及び 4 

 ◆入退院支援加算 1（地域連携診療計画加算） 

 ◆認知症ケア加算 3 

 ◆回復期リハビリテーション病棟入院料 1 

 ◆回復期リハビリテーション病棟入院料 3（休日リハビリテーション加算） 

○特掲診療料の施設基準等に係る届出 

 ◆二次性骨折予防継続管理料 2 

 ◆検査・画像情報提供加算及び電子的診療情報評価料 

 ◆CT 撮影及び MRI 撮影 

◆脳血管等リハビリテーション料(1)  

◆運動器リハビリテーション料(1)  

◆呼吸リハビリテーション料(1)  

◆在宅時医学総合管理料 

◆外来・在宅ベースアップ評価料（Ⅰ） 

◆入院ベースアップ評価料 53 

〇選定療養に関する届出 

特別の療養環境の提供/個室の利用 

 

７．医療安全管理者について 

 当院では、医療安全管理者等による医療・看護・福祉等に関する相談窓口を設置しております。 

 

８．患者サポートについて 

 当院では、社会福祉士による患者さん又はその家族からの疾病に関する医学的な質問並びに生活上及び入院上の不安等、様々な相談に

対応する体制があります。1 階医療相談室にお声かけください。 

 

９．保険外負担に関する事項 

当院では以下の項目について、実費の負担をお願いしております。 

 ◆診断書及び証明書（2,750 円～12,100 円） 

 ◆洗濯ネット 1 枚 110 円 

 ◆洗濯 1 ネット 605 円 

 ◆選択食 1 食 110 円 

 ◆エプロン 1 枚 22 円 

 

 

 

 

近森リハビリテーション病院 


